
 

 

横浜市では、令和７年７月から帯状疱疹ワクチンの定期予防接種を開始します。 

１ 実施期間 

   令和７年７月１日～令和８年３月 31日 
 

 ２ 対象者（約 21万人） 

      横浜市内に住民登録があり、次のいずれかに該当する方が本年度の対象となります。 

ア 令和７年度に 65歳になる方 

イ 令和７年度に 70、75、80、85、90、95、100歳になる方 

(65歳を超える方は５年間の経過措置として、５歳年齢ごとに 100歳までの方) 

ウ 100歳以上の方（国の経過措置により令和７年度に限り対象） 

エ 
60歳以上 65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に 

日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方 

   

 ３ 使用するワクチン・自己負担額・接種回数      

 

 

 

 

 

４ 実施医療機関 

   市内の協力医療機関 約 1,400か所（予定） 
 

５ 対象者への周知 

   ６月下旬ごろに対象の方へ個別通知を送付するほか、広報よこはま６月号にも掲載します。 

 

【参考】 帯状疱疹等の市内年代別新患数 

 

令和７年度における帯状疱疹ワクチン予防接種事業について 

生ワクチン 組換えワクチン

接種回数 １回 ２回必要

定期接種の自己負担額 4,000円 10,000円／回

【参考】自費接種時の費用 約8,000～9,000円／回 約22,000～25,000円／回
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